
（様式２）

所管課名 森林づくり推進課 整理番号 3-5

処分の種類

根拠法令条例
等・条項

処分の概要

処分基準
（未設定の場合
はその理由）

基準の制定根拠

未設定（法令等の規定において言い尽くされているため）

［参考］
「森林病害虫防除法の一部を改正する法律の施行について」（昭和42年9月30日付け 42
林野造第1356号農林事務次官依命通達）の記の3(2)及び7のとおり
　
　　　　代執行を行った場合には、その徴収額は、防除措置の実施に要した費用の額
　　　が受命者が自ら行ったとした場合に受けることとなるべき損失補償の額を超えて
　　　いるときに、超える部分の額に相当する額に限って徴収することができる。

－

行政手続法・行政手続条例適用の不利益処分に係る処分基準

駆除措置に要した費用の徴収

森林病害虫防除法第4条第2項及び第5条第4項

　森林病害虫の駆除命令を受けた者が、命じられた措置を行わないとき、行っても十分で
ないとき又は行う見込みがないときは、当該措置の全部又は一部を知事は行うことがで
き、この場合知事はその経費が損失補償額を超えた額について駆除命令を受けた者から
徴収する。


